
平成２３年第６回筑紫野市議会（１２月）定例会 

提出議案について 

 

 平成２３年第６回筑紫野市議会（１２月）定例会（会期：１２月１日から１２月２１日ま

で）に次の議案を提案しましたので、その内容をお知らせします。 

同意第６号 筑紫野市御笠財産区管理委員の選任について 

 本件は、現在の筑紫野市御笠財産区管理委員の任期が平成２３年１２月７日をもって任期満

了となるので、筑紫野市御笠財産区管理会条例第３条の規定に基づき、新委員の選任を提案す

るものです。 

 提案している７人の委員については、井上敏信氏お一人が再任、長谷広道氏、日永田勝彦

氏、齋藤剛氏、松田毅氏、井上征澄氏、井上修氏の６人が新任で、豊富な経験と地域に深い

かかわりをお持ちの方々であり、本財産区管理委員として適任者と存じます。 

同意第７号 筑紫野市平等寺山財産区管理委員の選任について 

本件は、現在の筑紫野市平等寺山財産区管理委員の任期が平成２３年１２月７日をもって任

期満了となるので、筑紫野市平等寺山財産区管理会条例第３条の規定に基づき、新委員の選任

を提案するものです。 

 提案している７人の委員については、鶴田義武氏、林田正義氏、石橋繁行氏、政住一郎氏の４人が

再任、末岡正敏氏、井上興治氏、井上國次氏の３人が新任で、豊富な経験と地域に深いかかわり

をお持ちの方々であり、本財産区管理委員として適任者と存じます。 

議案第５９号 筑紫野市部設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 本件は、平成２４年４月１日に施行する筑紫野市組織機構の一部見直しにより現行組織の再編、所管

事務の変更、部の名称変更の必要が生じたので、条例の一部を改正するものです。 

議案第６０号 筑紫野市総合計画審議会条例等の一部を改正する条例の制定について 

 本件は、平成２４年４月１日に施行する組織機構の一部見直しにより部課等の名称変更や課の新設・再

編の必要が生じたので、条文の中にそれらの部課等の名称が含まれる６本の条例の一部を一括改正する

ものです。 



議案第６１号 
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について 

本件は、グループホームやケアホームの利用助成や重度視覚障害者の同行援護等の創設に伴う障害 

者自立支援法の改正により生じる引用条項のずれ等について改廃を行うものです。 

  

議案第６２号 筑紫野市乳幼児医療費の支給に関する条例の全部を改正する条例の制定に

ついて 

本件は、乳幼児医療費の助成について新たに６歳から９歳まで一定額の自己負担を除き、入院に伴う

医療費を無料とするため、条例の全部を改正するものです。 

議案第６３号 筑紫野市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例及び筑紫野市重度障害

者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 本件は、乳幼児医療費の支給に関する条例を改正することにより、重度障害者医療費の支給に関する

条例の条文を変更する必要が生じたことによるものです。 

それに伴い、ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例をあわせて改正するものです。 

議案第６４号 阿志岐山城跡保存整備計画専門委員会設置条例の制定について 

本件は、阿志岐山城跡が、平成２３年９月２１日に国指定史跡となり、今後、広く国民に史跡を周知

し、公開・活用をしていく必要があることから、阿志岐山城跡保存整備計画専門委員会を設置し、専門

的な観点から指導を仰ぎ、保存管理計画、整備基本計画及び年次計画を策定するために本条例を制定す

るものです。 

議案第６５号 損害賠償の額を定め和解することについて 

 本件は、平成１３年４月から平成１５年４月頃までの間、筑山中学校において、剣道部顧問教諭によ

る過度の練習などの行き過ぎた指導、さらに当該教諭が担当していた授業における叱責等により、相手

方を心身ともに追い詰め、その結果、登校できなくなるに至らしめたものです。当該生徒は、精神疾患

により、その後の日常生活にも影響を及ぼしたものです。これに対する損害について、４８０万円の損

害賠償額を定め和解することについて、地方自治法第９６条第１項の規定に基づき議会の議決を求める

ものです。 



議案第６６号 平成２３年度筑紫野市一般会計補正予算（第２号）について 

補正の主な内容は、歳出予算としては、避難活動コミュニティ育成強化事業助成金８００万円、市制

施行４０周年記念事業費６２４万４千円、障害者の自立支援のための介護給付等事業８，３８３万２千

円、さくら保育園増築事業補助金２，１２４万５千円、生活保護費８，８１３万１千円、予防接種事業

１，４８７万３千円、ふるさとハローワーク事業１，１１９万３千円、学校就学援助奨励事業１，８０

０万円などを増額するものです。 

これに見合いの歳入予算としては、国庫負担金として生活保護費負担金６，６０９万８千円や障害者

自立支援給付費負担金４，３２３万６千円、障害者自立支援給付費県負担金２，１６１万８千円、福岡

県安心子ども基金施設整備費補助金１，８８８万４千円、福岡県避難活動コミュニティ育成強化事業助

成金８００万円、福岡県市町村振興協会交付金１億円などを増額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億６，５０５万４千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３３３億５，７１０万３千円とするものです。 

また、「債務負担行為の補正」として、「追加の場合」で３２件の８億１，３１９万円を計上しており

ます。 

また、「地方債補正」については、「変更の場合」として２件の２，７４０万円を計上しております。 

議案第６７号 平成２３年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

補正予算の内容は、歳出予算としては、退職被保険者等療養給付費１億９３７万５千円、一般被保険

者高額療養費５，３２６万１千円や国庫支出金返還金９，６０２万６千円などを増額するものです。 

これに見合いの歳入予算としては、一般被保険者国民健康保険税５，９８８万９千円、退職被保険者

等国民健康保険税３，８４６万８千円、前年度繰越金１億６，０９９万１千円などの増額や前期高齢者

交付金６，８５９万９千円などの減額をするものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億６，７０３万３千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ８９億６２９万１千円とするものです。 

また、「債務負担行為」として、３件の２，７９８万６千円を計上しております。 

 



議案第６８号 平成２３年度筑紫野市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）

について 

 補正予算の内容は、歳出予算としては、住宅新築資金等公債費償還積立金５８９万１千円の増額をす

るものです。 

 これに見合いの歳入予算としては、前年度繰越金７２６万９千円の増額及び基金繰入金１３７万 

８千円の減額をするものです。 

 このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８９万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１，６６０万円とするものです。 

議案第６９号 平成２３年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

補正予算の内容は、歳出予算としては、職員給与費５１万３千円を増額するものです。 

これに見合いの歳入予算としては、一般会計繰入金５１万３千円を増額するものです。 

このため、歳入歳出それぞれ５１万３千円追加し、歳入歳出予算の総額を５１億２，８４８万３千円

とするものです。 

また、「債務負担行為」として、４件の１億１，２０８万１千円を計上しております。 

議案第７０号 平成２３年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

補正予算の内容は、歳出予算としては、農業集落排水施設維持管理費８６０万６千円の増額と職員給

与費６万４千円を減額するものです。 

これに見合いの歳入予算としては、一般会計繰入金８５４万２千円を増額するものです。 

このため、歳入歳出それぞれ８５４万２千円追加し、歳入歳出予算の総額を２億４，６９２万２千円

とするものです。 

また、「債務負担行為」として、１件の６万９千円を計上しております。 

議案第７１号 平成２３年度筑紫野市二日市財産区特別会計補正予算（第１号）について 

補正予算の内容は、歳出予算としては、一般管理費７２万円を増額するものです。 

これに見合いの歳入予算としては、基金繰入金７２万円を増額するものです。 

このため、歳入歳出それぞれ７２万円追加し、歳入歳出予算の総額を３１７万９千円とするものです。 



議案第７２号 平成２３年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第１号）について 

今回の補正の主な内容は、職員の人事異動等に伴う給与費の調整、委託料及び減価償却費の減、異常

少雨に伴う渇水対策費の増などによるものです。 

 このことから収益的収支では、収入総額の補正はありませんが、支出総額を１，５１３万９千円減額

し、１７億４，０９０万６千円とするものです。 

 資本的収支では、収入総額の補正はありませんが、支出総額を３７６万８千円減額し、８億 

４，８６０万円とするものです。 

議案第７３号 平成２３年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

今回の補正の主な内容は、職員の人事異動等に伴う給与費の調整、減価償却費及び支払利息の減、補

助対象事業の変更に伴う補助金及び企業債の減、工事請負費等の減に伴う建設改良費の減などによるも

のです。 

 このことから、収益的収支では、収入総額の補正はありませんが、支出総額を７１６万１千円減額し、

１８億７，５０６万４千円とするものです。 

 資本的収支では、収入総額を９，８９８万３千円減額し、８億６，８０８万１千円とし、支出総額を

１億７，３３１万９千円減額し、１３億８，４５５万円とするものです。 

 


